
 令和５年度

  大牟田・荒尾清掃施設組合人事行政の

  運営等の状況の公表について

 令和５年10月

 大牟田・荒尾清掃施設組合

 



Ⅰ　職員の任免及び職員数に関する状況

　　職員数の状況

　　　本組合の職員は、大牟田市・荒尾市両市からの派遣職員、兼務職員及び再任用職員です。

大牟田市 荒尾市 大牟田市 荒尾市 大牟田市 荒尾市 大牟田市 荒尾市

事務局長 1 1 事務局長 1 1 0

(注2)

1

会計管理者 1 1 会計管理者 1 1 0

事務局次長 1 1 2 4 事務局次長 1 1 2 4 0

主査 1 1 1 3 主査 1 2 1 4 1

(注3) (注3)

2 2

運転管理担当 2 2 運転管理担当 2 2 0

契約担当 2 2 契約担当 2 2 0

会計担当 2 2 会計担当 2 2 0

監査担当 1 1 監査担当 1 1 0

合　　　計 10 4 7 2 23 合　　　計 9 4 9 3 25 2

（注１）職員数は、会計年度任用職員を除きます。

（注２）令和５年表中副事務局長１は再任用短時間勤務職員です。

（注３）令和４年表中事務担当２及び５年表中事務担当２は再任用短時間勤務職員１を含みます。

Ⅱ　職員の人事評価の状況

　　派遣元である大牟田市又は荒尾市において人事評価を行っています。

大牟田・荒尾清掃施設組合人事行政の運営等の状況の公表について

（各年４月１日現在　単位：人）

令　和　　４　　年 令　和　　５　　年

兼務職員 派遣職員 兼務職員 派遣職員

　大牟田・荒尾清掃施設組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１８年条例第３号）第３条の規
定に基づき、大牟田・荒尾清掃施設組合の人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。

対前年
増減数

　　　　　所
属
　職種

合　　計
　　　　　所
属
　職種

合　　計

副事務局長 1 1 副事務局長 1 2 1

事務担当 2 1 1 6 事務担当 1 1 2 6 0



Ⅲ　職員の給与の状況

１　特別職の職員の報酬
(令和５年３月３１日現在）

２　一般職の職員の給与

（１）派遣職員

58,878,855 円

13,582,738 円

72,461,593 円

61,232,000 円

13,635,397 円

74,867,397 円

（２）兼務職員

職　　　　　　　　　　名 報　酬　の　額

管　　 　　 　　理　　  　　　　者 年額　　６６，０００円

副　　　　管　　　　理　　　　者 年額　　５９，０００円

　　　　議　　　　　　　　長 年額　　５９，０００円

　　　　副　　　議　　　長 年額　　５６，０００円

　　　　議　　　　　　　　員 年額　　５３，０００円

議会の議員から選任された者 日額　　　９，０００円

識見を有する者のうちから選任された者 日額　　１４，０００円

　　令和４年度人件費相当負担金額（大牟田・荒尾清掃施設組合一般決算）

大牟田市

荒尾市

合　　　計

　　令和５年度人件費相当負担金額（大牟田・荒尾清掃施設組合一般予算）

大牟田市

荒尾市

合　　　計

     兼務職員については、大牟田市・荒尾市の人件費（普通会計決算・普通会計予算）に含まれます。

議　　　会

監査委員

　　※派遣職員の給与は、職員の派遣元である大牟田市又は荒尾市において支給しており、清掃施設組
　　　合は、人件費相当額を両市に負担金として支出しております。



Ⅳ　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間等 (令和５年３月３１日現在）
①１週間当たりの勤務時間 38時間45分
② １日の勤務時間 7時間45分
③ 勤務時間の割振り

始業 8時30分
終業 17時15分
休憩時間 12時～13時

（２）週休日及び休日

（３）休暇
　　　職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間があります。

（４）育児休業等

Ⅴ　職員の休業に関する状況

　　令和４年度中に育児休業、部分休業及び育児短時間勤務を取得した職員はありません。

Ⅵ　職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況

　　　令和４年度における分限処分者はありません。

（２）懲戒処分の状況

　　　令和４年度における懲戒処分はありません。

Ⅶ　職員の服務の状況

　　　週休日とは、原則として日曜日及び土曜日を、また、休日とは祝日法による休日及び年末年始　　
　　（１２月２９日から翌年の１月３日までの日（祝日法による休日を除く。））をいいます。
　　　※祝日法による休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休　　　
　　　　日です。

　　　特別休暇とは、特定の事由に基づいて認められるもので、選挙権の行使、結婚、出産等に伴う休
　　暇です。

　　　職員は、小学校就学の始期に達するまでの子（育児休業については３歳に達する日までの子）を　　　　　　　　
　　養育する場合に、管理者の承認を得て休業又は１日の勤務時間の一部について勤務しないことがで
　　きます。

　　　分限処分とは、職員が一定の事由によりその職責を十分に果たすことが期待できない場合に、本
　　人の意に反して行う処分のことです。

　　　懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対して、公務における規律と秩序を維持することを目的　
　　に、管理者がその職員の責任を追及して行う処分をいいます。

　　職員は、全体の奉仕者として公共の利益ために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙
　げてこれに専念しなければならないこととされています。
　　また、職員には、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義
　務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、営利企業等の従事制限等の遵守が求められています。



Ⅷ　職員の退職管理の状況

　　派遣元である大牟田市又は荒尾市において退職管理を行っています。

Ⅸ　職員の研修の状況

　　令和４年度における職員の研修の実施状況は、以下のとおりです。 (令和５年３月３１日現在）

研修名 受講者数
① エネルギー管理者講習新規講習 1
② フォークリフト運転技能講習 1

※その他構成両市で行う研修は上記に含まれていません。

Ⅹ　職員の福祉及び利益の保護の状況
   
ア　職員の安全衛生管理　

イ　職員の健康管理
　　派遣元である大牟田市又は荒尾市において定期健康診断を行っています。

ウ　職員の福利厚生
　　派遣元である大牟田市又は荒尾市の福利厚生制度に加入しています。

エ　職員の公務災害補償

　　職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、安
　全衛生活動の推進に努めています。

　　地方公務員災害補償法に基づく、職員の公務災害及び通勤災害の令和４年度の認定件
　数はありません。


